
















1．　　　　は、4階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

注　記

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

3．天井解体範囲の空調機の電源は、離線再接続をする。

【3階天井改修特記事項】

　範囲内現況の天井仕上撤去の上、同仕上新設（下地仕上共）。

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　4階改修工事時3階は病棟として使用中であるが、3階天井内に於いて

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、3階天井の

　一部撤去新設を見込む。

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）



1．　　　　は、5階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

注　記

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

3．天井解体範囲の空調機の電源は、離線再接続をする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　5階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、4階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、4階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し再

　取り付けを見込む）



1．　　　　は、6階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

注　記

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

3．天井解体範囲の空調機の電源は、離線再接続をする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　6階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、5階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、5階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

1．　　　　は、4階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

3．天井解体範囲の器具は、撤去再取付をする。

【3階天井改修特記事項】

　範囲内現況の天井仕上撤去の上、同仕上新設（下地仕上共）。

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　4階改修工事時3階は病棟として使用中であるが、3階天井内に於いて

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、3階天井の

　一部撤去新設を見込む。

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）



注　記

1．　　　　は、5階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

3．天井解体範囲の器具は、撤去再取付をする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　5階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、4階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、4階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

1．　　　　は、6階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

3．天井解体範囲の器具は、撤去再取付をする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　6階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、5階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、5階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、4階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

【3階天井改修特記事項】

　範囲内現況の天井仕上撤去の上、同仕上新設（下地仕上共）。

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　4階改修工事時3階は病棟として使用中であるが、3階天井内に於いて

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、3階天井の

　一部撤去新設を見込む。

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、5階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　5階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、4階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、4階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、6階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　6階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、5階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、5階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、4階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

【3階天井改修特記事項】

　範囲内現況の天井仕上撤去の上、同仕上新設（下地仕上共）。

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　4階改修工事時3階は病棟として使用中であるが、3階天井内に於いて

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、3階天井の

　一部撤去新設を見込む。

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、5階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　5階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、4階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、4階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、6階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　6階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、5階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、5階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）
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注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、4階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

【3階天井改修特記事項】

　範囲内現況の天井仕上撤去の上、同仕上新設（下地仕上共）。

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　4階改修工事時3階は病棟として使用中であるが、3階天井内に於いて

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、3階天井の

　一部撤去新設を見込む。

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）
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注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、5階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　5階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、4階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、4階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）
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注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、6階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　6階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、5階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、5階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）
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注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

1．　　　　は、4階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

【3階天井改修特記事項】

　範囲内現況の天井仕上撤去の上、同仕上新設（下地仕上共）。

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　置く際には、天井開口部分をプラべニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　4階改修工事時3階は病棟として使用中であるが、3階天井内に於いて

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、3階天井の

　一部撤去新設を見込む。

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、5階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　5階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、4階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、4階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）



注　記

3．天井解体範囲の天井器具は、撤去再取付とする。

1．　　　　は、6階改修工事期間中の天井解体範囲を表す。

2．天井の解体復旧は建築工事とする。

上階工事中の天井仮撤去復旧について

　6階改修工事時5階は病棟として使用中であるが、5階天井内に於いて

　天井解体範囲にカーテンレール等が干渉する場合には、カーテンレール

　合い部にビニルテープ等で塞ぐことより、天井内からの落下細菌が無い

　ように留意すること。（解体天井と同規模のプラベニア養生を見込む）

　設備配管の切り回し工事が発生するため、仮設工事として、5階天井の

　一部取外し復旧、一部撤去新設を見込む。

　天井材取外し後複数日にわたって、天井仕上材を外したままの状態に

　等についても取外し再取付とする。

　置く際には、天井開口部分をプラベニア等で閉鎖のうえ既設天井取り

　（カーテンレール30ｍ　R部材15ヵ所程度のカーテンレール　取外し

　再取り付けを見込む）
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